
添付書類

コピーは原寸大に切り取らず
A4サイズの中央にコピーして
ください。

退 職 金 請 求 書 に つ  い て
○退職金の支払いは、請求書を受付してから1ヶ月かかります。
（必要書類の不備や請求書記入欄への正確な記載がされていない場合は、支払いが遅れることがありますのでご了承下さい。）

○この退職金請求書は自動読取処理を行いますので、枠内に黒のボールペンではっきりとご記入下さい。
○退職金の請求資格は次のとおりです。
・被共済者が清酒製造業で働くことをやめたなど退職金請求事由に該当し、かつ、掛金納付月数が24月以上の実積がある場合に退職金を請求することがで
　きます。なお、遺族請求の場合は12月以上です。
　月数の計算は貼られた証紙の日数を15日で割って算出します。（端数は小数点第1位四捨五入）
○退職金の請求のしかた・必要書類について
・退職金請求書に共済手帳と退職所得の受給に関する申告書（退職所得申告書）、振込先金融機関の口座内容が確認できる書類、住民票（マイナンバー（個
　人番号）のあるもの、発行年月日から3か月以内、コピー不可、住民票謄本の場合は切り離し無効）、身元確認書類の写しを添えて各都道府県支部にご提出
　ください。
・遺族請求の場合は、被共済者と請求人の関係等により戸籍謄本等の提出書類が異なりますので、詳細については提出先となる各都道府県支部または本部
へお問い合わせください。

○個人情報について
・お預かりした個人情報については、法令等に基づき適正な管理と保護に努めており、退職金支払等業務上必要な範囲で利用いたします。
○退職金請求書の記入方法について 
1．請求書上部の記入例 

退職金請求事由の
発生した年月日を
記入して下さい。

請求事由の該当番号
を下記3から選び記
入して下さい。

源泉徴収票が必要な
場合は、この欄に㆑
点を記入して下さ
い。

退職金を請求する
方の住所、氏名、
郵便番号及びフリ
ガナを記入して下
さい。

被共済者番
号、被共済
者の氏名を
記入して下
さい。

2．振込金融機関の記入例 
退職金は、請求人個人の普通預金口座に振り込みます。
金融機関名・口座名義人名（カタカナ）・口座番号を記入して下さい。
（漁業協同組合・ネットバンクは取扱いしておりません。）  

3．退職金の請求事由とその証明 
請求事由欄に記入した番号に該当する必要な証明を証明欄に必ず受けて下さい。 

1．独立して事業を始めた・・・・・・・・・・・・・・最後の事業主・酒造組合（連合会）・杜氏組合のいずれかの証明 
2．無職になった・・・・・・・・・・・・・・・・・・最後の事業主・酒造組合（連合会）・杜氏組合のいずれかの証明 
3．清酒製造業以外の事業主に雇われた・・・・・・・・現在雇用されている事業主の証明
4．清酒製造業の常用従業員になった・・・・・・・・・現在雇用されている清酒製造業の事業主の証明
5．けが又は病気のため仕事ができなくなった・・・・・最後の事業主・酒造組合（連合会）・杜氏組合のいずれかの証明又は医師の診断書 
6．満55歳以上になった・・・・・・・・・・・・・・・住民票（原本） 
7．本人が死亡した・・・・・・・・・・・・・・・・・戸籍謄本（コピー不可、被共済者と請求人との続柄等を証明するもの）、詳細について

は、ご提出先となる各都道府県支部へお問い合わせ下さい。

請　　求　　事　　由　　　　　　　　　　　　　必　要　と　す　る　証　明 

口座番号が６ケタ以下の場合は、番号の先頭に「0」を加えて記入して下さい。

ゆうちょ銀行口座への振込を希望される方

ゆうちょ銀行口座へ振込する場合の変換方法
ゆうちょ銀行の
「番号」

振込用の
「口座番号」

⇒ ⇒ ←口座番号は
「番号」の最後
　の「1」を削除

番号
0 0 1 2 3 4 5 1

口座番号
0 0 1 2 3 4 5

この番号を記載

東　西 池　袋

0 0 1 2 3 4 5 9 9 9 9 1 2 3

セイシュ　タロウ

記入例
参照

「退職金請求書」の他に、必要な書類（「退職金請求書類早見表」を参照）があります。

金融機関名、支店名、口座名義、口座番号のわかるものの
写しを必ず添付してくだい。
（通帳の見開きコピー、キャッシュカードのコピーなど）

退 職 所 得 確 認 欄
以下のA～Cの該当区分に○印を記入していただき、「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」に必要事項を記入して提出して下さい。　
この申告書の提出(記入)がない場合は、退職金の20.42%（復興特別所得税を含む）に相当する額を源泉徴収いたします。
ただし、被共済者が死亡し遺族の方が請求される場合は、提出する必要はありません。　

事 由
退職手当等の受給について以下のB・C欄に該当しない。
退職金請求事由が発生した年に他にも退職手当等の支払を受けたことがある。
退職金請求事由が発生した年の前年以前4年内に退職手当等の支払を受けたことがある。

A
B
C

記入例
参照
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添付書類

コピーは原寸大に切り取らず
A4サイズの中央にコピーして
ください。

区　分

「退職金請求書」の他に、必要な書類（「退職金請求書類早見表」を参照）があります。
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□　

退職金請求書

共済手帳

税務署所定の退職所得申告書

通帳・キャッシュカード等の写し 通帳・キャッシュカード
等の写し

住民票原本

個人番号カード
（表裏の写し）

個人番号通知カード
の写し

（通知カードに記載された氏名・
住所等が住民票と一致している
ときは、通 知カードを使 用でき

ます。）

退職金請求書

共済手帳

請求人の住民票原本

住民票原本
（個人番号付）

退職者と請求人の
個人番号確認書類の写し
（個人番号カードの表裏の写

し、個人番号付住民票の原
本 、通 知 カ ード の 写しのうち

いずれか１つ）

身元確認書類の写し
（身元確認書類を一点

添付してください。）
下記※部分を参照

身元確認書類の写し
（身元確認書類を一点

添付してください。）
下記※部分を参照

戸籍謄本など
（退職者と請求人との
続柄により提出書類は

異なります。詳しくは
各都道府県支部又本部へ）

退職金請求必要書類早見表

被共済者本人による請求 遺族請求

①
退職金請求書

共済手帳

退職所得申告書

住民票原本

個人番号カードの写し
（裏表の写し）

通帳・キャッシュカード等の写し

②
退職金請求書

共済手帳

退職所得申告書

住民票原本

個人番号通知カードの写し

身元確認書類の写し
※下記参照

通帳・キャッシュカード等の写し

③
退職金請求書

共済手帳

退職所得申告書

住民票原本（個人番号付）

身元確認書類の写し
※下記参照

通帳・キャッシュカード等の写し

□

□

□

□

□

□

□

　

④
退職金請求書

共済手帳

請求人の住民票原本

被共済者の住民票除票
原本

請求人と退職者
個人番号確認書類の写し

戸籍謄本など

通帳・キャッシュカード等の写し

※身元確認書類の写しとして使用できるもの（いずれか一点の添付が必要となります。）

◎各書類の写しは、紛失等のリスクがあるため A４サイズの紙でコピーしてご提出をお願い致します。

　健康保険の資格確認書をコピーする際には、記号・番号は読み取れないようマスキングしてください。

□   運転免許証

□   健康保険の資格確認書

□   特別永住者証明

□   パスポート

□   年金手帳

□   資格の証明書

□   在留カード

被共済者本人による請求であれば①、②、③のうちいずれかの書類が必要です。
遺族による請求であれば④の書類が必要です。



うち短期勤続期間

うち特定役員等勤続期間

うち短期勤続期間

うち特定役員等勤続期間

うち短期勤続期間

うち特定役員等勤続期間

Bの退職手当等についての勤務期間（④）
に通算された前の退職手当等についの
勤続期間

Aの退職手当等についての勤続期間（③）
に通算された前の退職手当等について
の勤続期間

③又は⑤の勤続期間のうち、⑧又は⑨の
勤続期間だけからなる部分の期間

うち短期勤続期間

うち特定役員等勤続期間

うち特定役員等勤続期間

うち一般勤続期間
との重複勤続期間

うち一般勤続期間
との重複勤続期間

うち全重複勤続期間

うち短期勤続期間

うち短期勤続期間
との重複勤続期間

うち特定役員等勤続期間

うち一般勤続期間
との重複勤続期間

うち短期勤続期間

うち短期勤続期間
との重複勤続期間

１　 この申告書は、退職手当等の支払を受ける際に支払者に提出してください。提出しない場合は、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額は、
　支払を受ける金額の20.42％に相当する金額となります。また、市町村民税及び道府県民税については、滞納金を徴収されることがあります。
２　 Bの退職手当等がある人は、その退職手当等についての退職所得の源泉徴収票（特別徴収票）又はその写しをこの申告書に添付してください。
３　 支払を受けた退職手当等の金額の計算の基礎となった勤続期間に特定役員等勤続期間及び短期勤続期間が含まれる場合は、その旨並びに特定
　役員等勤続期間、短期勤続期間、年数及び収入金額等を所定の欄に記載してください。

その年1月1日
現在の住所

短期

老　齢
給付金

現住所を記入して下さい。

うち短期勤続期間

うち特定役員等勤続期間

うち特定役員等勤続期間

うち一般勤続期間
との重複勤続期間

うち一般勤続期間
との重複勤続期間

うち全重複勤続期間

うち短期勤続期間

うち短期勤続期間
との重複勤続期間

うち特定役員等勤続期間

うち一般勤続期間
との重複勤続期間

うち短期勤続期間

うち短期勤続期間
との重複勤続期間

その年1月1日
現在の住所

退職金請求書に記入した請求年
月日と同じ日を記入して下さい。

170-8055
東京都豊島区東池袋 1-24-1
    ニッセイ池袋ビル 20階

独立行政法人 勤労者退職金共済機構
清酒製造業退職金共済事業本部

7 0 1 3 3 0 5 0 0 1 9 0 3

氏名を記入して下さい。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0

170-0013
東京都豊島区東池袋◯-◯-◯

清　酒　太　郎

同　上

 ８

 8  9   30

 ８　 10　 10

③は記入しないで
提出して下さい。

退職請求事由の発生した年
を記入して下さい。

個人番号を記入して下
さい。

退職した年の1月1日現在の住
所（住民登録していた住所）を
記入して下さい。
なお、上記住所と同じ場合は、
「同上」と記入して下さい。

（A欄）：清退共について
・退職請求事由発生年月日を記入して下さい。
・退職した年の1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている方は、生活扶助の「有」
　に、その他の方は、「無」に必ず　をして下さい。
・在職中に障がい者になったことに直接起因して退職した方は、「障害」に　をして、〔　〕内に
　障がいの状態、身体障害者手帳の交付年月日をご記入のうえ、身体障害者手帳の写しを添付
　して下さい。その他の方は、「一般」に必ず　をして下さい。

1. 申告書の記入例

○退職金を請求する場合は「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」を提出して下さい。
　ただし、遺族請求の場合は提出する必要はありませんが、下記の「2. 個人番号取得のための書類について」をお読み下さい。
　また、申告書の提出（記入）がない場合は、退職金の20.42％（復興特別所得税を含む）に相当する額を源泉徴収いたします。
○この申告書の提出にあたっては、あなたの「現住所」・「氏名」・「個人番号」・「その年1月1日現在の住所」、
　退職金請求書の退職所得確認欄の区分に応じて記入して下さい。
・退職所得確認欄が「A」の場合は、申告書のA欄のみご記入下さい。
・退職所得確認欄が「B」及び「C」の場合は、申告書のA欄のほか、他にも退職金手当等を受けたときの源泉徴収票をもとに、それぞれ該当する欄
  （B・C・E欄の各欄）にご記入下さい。
○B欄に該当する場合は、源泉徴収票又はその写しを添付して下さい。

「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」について

記 入 例  （退職所得確認欄が区分Aの場合）

2. 個人番号取得のための書類について

個人番号及び身元確認のための提出書類（ⅠまたはⅡの提出が必要です）

個人番号の確認のための書類

個人番号付住民票の原本
（または通知カードの写し※3）

運転免許証、パスポート、資格の証明書
健康保険の資格確認書※4、年金手帳、
在留カード、特別永住者証明　等の写し
（※2　いずれか1点の添付）

身元の確認のための書類

　退職金請求事由発生年月日が平成28年１月以後に該当し退職金請求する場合、清退共における身元確認書類としての「住民票(原本)」のほか、
税務署への「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」の提出にあたり退職金請求される被共済者の方すべてに、個人番号及び身
元確認のための下記の書類の提出が必要となります。
　なお、退職金の請求事由が「７」に該当される方(被共済者本人が死亡されご遺族が請求人になる場合）は、税務署所定の法定調書(支払調書)
を清退共が作成する必要があること、法定調書には被共済者(死亡されたご本人)に加え、請求人(ご遺族)の個人番号を記載する必要があります。
　このため被共済者(死亡されたご本人)、請求人(ご遺族)の個人番号及び身元確認のための下記の書類の提出をお願いいたします。

注)　個人番号付住民票については、退職金請求時に添付いただく住民票(原本)と個人番号確認書類及び身元確認書類と兼用できますが、
　　その場合には、個人番号付住民票については、原本の提出をお願いいたします。
※1  顔写真の表示のある個人番号カードは、表面と裏面の写しを提出いただくことで個人番号と身元確認書類となります。
※2 顔写真の表示がない身元確認書類としては、二種類の提出が必要ですが、清退共における身元確認書類として住民票を添付していた
　　だくことから、住民票以外の身元確認書類をもう一種類提出して下さい。
※3 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードを個人番号確認書類
　　 として使用できます。
※4 健康保険の資格確認書をコピーする際は、記号・番号は読み取れないようにマスキングをしてください。

個人番号カード（※1　表面と裏面の写し）Ⅰ

Ⅱ +

170-8055
東京都豊島区東池袋 1-24-1
　　　　ニッセイ池袋ビル20階

独立行政法人　勤労者退職金共済機構
清酒製造業退職金共済事業本部

7 0 1 3 3 0 5 0 0 1 9 0 3

豊島
-

うち短期勤続期間
との重複勤続期間

うち特定役員等勤続
期間との重複勤続期間

　③又は⑤の勤続期間のうち、⑥の
勤続期間と重複している期間

　左記の前年以前に支払を受けた
退職手当等についての勤続期間

　あなたが前年以前に次の退職手当等の支払を受けた場合には、その退職手当
等について、このＣ欄に記載してください。
⑴　前年以前４年内に退職手当等の支払を受けた場合（⑵及び⑶の場合を除き
　ます。）　前年以前４年内に支払を受けた退職手当等
⑵　令和８年１月１日以後、かつ、前年以前９年内に確定拠出年金法に基づく
　一時金の支払を受けた場合（⑶の場合を除きます。）　次の退職手当等
　・令和８年１月１日以後、かつ、前年以前９年内に支払を受けた退職手当等
　・令和８年１月１日前、かつ、前年以前４年内に支払を受けた退職手当等
⑶　本年中に確定拠出年金法に基づく一時金の支払を受ける場合　前年以前19
　年内に支払を受けた退職手当等
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